
 

 

2
3

３．施設整備方針 

１）導入機能と整備施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）施設名称は仮称 

町
並
み
と
江
戸
優
り 

そ
し
て
舟
運
を
核
と
し
た
産
業
観
光
に
よ
る
都
市
の
再
生 

安全な川づくり、

風土としての 

川づくり 

地域社会と河川

の深い関わり 

佐原本宿耕地地

区の優れた立地

条件 

中心市街地の 

再生とまちづくり

地域のポテンシャ
ルと課題 

治水・水防・減災 防災拠点、河川防災ステーション 

緊急船着場、水防センター 

感動・躍動・集い 

アミューズメント 

釣り、カヌー、クルージング 

河川マリーナ・水上レジャー 

水上コンサート等 

のイベント会場 

味わい・食・土産 食事・買い物、郷土特産品土産 

利根川眺望レストラン 

ランチクルーズ・ディナークルーズ 

体験・学習・教育 自然体験・バードウォッチング 

町並み、伊能忠敬記念館等との連携 

伝統工芸、郷土特産品、佐原大祭等 

佐原の歴史、伝統とのふれあい 

香取神宮参拝客との連携 

舟運と佐原の歴史とのふれあいと体験 

利根川改修の歴史とのふれあいと体験 

健康・癒し・ 

リラクゼーション 
ドライバーの休憩 

水辺・湿地の散策、利根川の風景の展望 

情報受発信・ 

プロモーション 
 

「佐原観光」案内情報センター 

市内観光駐車場、大型バス駐車場 

舟運・水面利活用、散策コース 

利根川改修学術研究情報 

市民活動支援情報拠点 

フィルムコミッション 

美観・景観 

・風土形成 
 

利根川の風景の体感・展望 

水郷佐原の歴史風土とのふれあい 

水郷筑波国定公園と調和するデザイン 

交通・連携 周辺施設とのネットワーク 

駐車場から舟運・レンタサイクル等の 

移動手段の連携 

導入機能 計画のテーマ 主な整備施設 

●資材置場、資材置場（芝生広場） 
●ヘリポート  
●大型駐車場（平常時利用） 
●場内道路  ●植裁帯 

●水路 ●観察用通路・礫場  ●湿地 
●カヌー乗り場 ●河川敷臨時駐車場 

●航路 ●護岸 ●船舶昇降スロープ 
●ボートヤード ●係留桟橋 ●舟運発着

所 ●水辺広場 ●ボードウォーク  
●転落防止柵 ●散策路 ●佐原ドック 
●巡視船桟橋 ●緊急船着場 

●高規格堤防 
●緩傾斜芝生法面  ●階段（既設） 
●車両用坂路  
●歩行者用坂路（バリアフリー） 

●交通安全施設(24 時間オープン) 
・駐車場 
・便所、休憩所・情報コーナー 
●地域振興施設 
・物販施設 ・飲食施設 ・多目的コーナー、

情報 PR コーナー 

●水防倉庫等 
・水防倉庫、水辺学習備品倉庫 ・管理室 ・

情報収集室・水防従事者案内所（総合案内
所）・水防従事者休憩室（クラブハウス、
ロッカー、シャワー室、オープンデッキ） 

・レンタサイクル 
●水防従事者控室（飲食施設） 

●河川利用情報発信施設 
・待機室、河川情報室（防災教育常設展示室） 
・災害支援室（多目的研修室、印旛沼開発文

庫検索等） 
・災害対策支援室倉庫 
・資材倉庫（防災教育展示品倉庫） 
・自家発電機室 
●建設機械倉庫 
●建設機械展示場（屋外） 

●拡幅（暫定 2 車線） ●CCBOX 
●案内板 

河川防災ステー

ション 

河川利用情報発
信施設 

堤防 

国道 356 号整備

広域自転車道 

地域交流施設 

水辺交流センタ
ー 

利用ゾーン

車両倉庫 ●車両倉庫 

佐原河岸 

修理ヤード 

エントランス広
場 

図－１５ 導入機能と整備施設 
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地域交流施設 

（車両倉庫、河川利用情報発信施設、水辺交流
センター） 

 ２）土地利用及び施設配置計画図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１６ 土地利用及び施設配置計画図 
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３）利用者想定と施設規模 

佐原広域交流拠点の年間利用者数を、国道 356 号の将来交通量を基に、類似の事例や、観

光客入り込み実績を参考に、年間 82 万人と想定する。このうち、地域交流施設（物販施設・

レストラン等）、河川利用情報発信施設、水辺交流センター等の施設利用者を 41.5 万人と想

定する。 

表－７ 年間利用者数の想定 

 

表－８ 全体施設規模 

 

 
 

項    目 年間利用者数の想定 

・地域交流施設利用者数 約７２万人 

・市内観光客を含む地域交流施設以外の利用者数 約１０万人 

合計（内：施設利用者数） 約８２万人（約４１.５万人） 

項目 概略規模等 備考 事業主体 

区域
面積 

全体  約 32.3ｈａ 
 

国・県・市

全体  約 3,860 ㎡ 
  

地域交流施設  約 1,100 ㎡  市 

車両倉庫  約 470 ㎡  国 

河川利用情報発信施設  約 1,440 ㎡  国 

建物
延床
面積 内訳 

水辺交流センター  約 850 ㎡ ・水防センター 市 

利用可能駐車
場駐車台数 

地域交流施設、河川利用
情報発信施設、水辺交流
センター、佐原河岸、及
び市内観光等 

 195 台程度 

・小型車 160 台、大型
車 35 台（うち大型車
15 台は河川敷臨時駐
車場を利用） 
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４）建築施設整備・運営方針 

①基本方針 

ａ．建築施設整備の基本方針 

佐原広域交流拠点の優れた自然景観や、舟運で栄え今もその歴史を色濃く伝えている「江

戸優り」の文化、利根川改修の中心拠点としての歴史、さらには国道 356 号による交通利便

性などを総合的に活かし、市の都市再生と地元産業の育成に寄与することを目的に、佐原駅

周辺地区、小野川周辺地区と連携する「車両倉庫・河川利用情報発信施設・水辺交流センタ

ー」「地域交流施設」を一体的に整備する。 

ア．車両倉庫・河川利用情報発信施設・水辺交流センター 

・車両倉庫 

災害時の緊急車両等を格納するための車両倉庫及び車両資材倉庫、運転手詰所を整

備する。 
・河川利用情報発信施設 

災害時における防災センターとして整備することを基本に、平常時は防災教育常設

展示等を行う。防災教育常設展示室は、災害時には待機室や河川情報室としての利用

を基本に、平常時は利根川下流域における河川改修と浚渫事業の歴史を地域の発展の

歴史として捉え、利根川下流域像をわかりやすく開示するとともに、下流域住民及び

利用者に河川事業に対する理解の促進を図ることを目的とする。また、今日的な課題で

ある河川情報の発信と、流域市民の川づくりへの参加に寄与する施設として整備する。

さらに、別途保存する「印旛沼開発文庫」の検索サービスを行う。 
・水辺交流センター 

災害時における香取市の水防センターとして整備するものであるが、平常時は施設

の有効活用を目的に、広域交流拠点施設全体の管理機能を有し、交通の結節点として

の利便施設を提供し、また、水辺利用促進や観光等を含めた交流人口拡大に寄与する

施設佐原河岸を中心とした水辺レクリエーション、環境学習に寄与する施設として飲

食施設を含めて整備する。 
  イ．地域交流施設 

モータリゼーションに対応した地域の玄関口、地域情報の提供や食味体験（飲食施

設）、地場特産品などの展示販売などを通じて都市と農村が交流できる拠点とするとと

もに、交通安全施設として道路利用者の憩いの場に寄与する施設として整備する。 
これらの施設は、各施設の個別目的に基づき整備するものであるが、各施設が連携

することで、単独の施設では得られない相乗効果や、全体で「広域交流拠点」として

の効果や魅力を発揮できることを基本に、デザインの統一及び諸室を配置する。また、

管理機能、研修機能、案内機能等相互に重複する機能は一体的に効率的な整備となる

よう配置する。 
また、施設はユニバーサルデザインを基本とする。 
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図－１７ 佐原広域交流拠点主要建築施設の諸室機能構成 
 
 

ｂ．河川利用情報発信施設展示構成の基本方針 

 
表－９ 河川利用情報発信施設展示施設方針 

展示構成（ゾーン） 展示項目 
エントランス 伊能忠敬佐原之図 

プロローグ・自然  現代の利根川流域  利根川の河道変遷 

近代以前の利根川下流域 赤松宗旦と「利根川図志」 利根川の舟運 

利根「東遷」物語 河岸の繁栄 

河川改修と下流域の発展 

洪水・水害との戦い 

近代利根川河川改修のあゆみ 

近代改修と技術 浚渫事業 

地域の発展 農地開発 水資源開発 

河川事業の展開 治水・利水・環境 

河川情報 河川の日常管理 

印旛沼開発文庫  検索 

建設機械展示 河川改修に使われた建設機械 

 

車両倉庫

物産 
展示 
販売 利根川

眺望
レストラン

地場
食材

レストラン

交通 
安全 
施設 

管理
クラブ
ハウス

研修研修 

倉庫 

交流 

展示 

防災センター 
平常時は防災情報施設 

水防センター
平常時は水辺レクリエーション 

と水辺学習の拠点 

都市と農村との交流拠点 

倉庫

水防
センター

車両倉庫・河川利用
情報発信施設・水辺

交流センター 
地域交流施設控室

災害対策活動 

防災 
センター

水辺交流センター河川利用情報発信施設 
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ｃ．物販機能の基本方針 

 
＜佐原広域交流拠点における物販機能の役割と概要＞ 

● 地場の生鮮野菜や果物の販売促進を通じて、地域住民や観光客に低価格で新鮮・

安全な食品を供給し、地元農業の育成に役立てる。グリーンツーリズムへの展開

のきっかけとする。 
● 地元で生産される加工食品等の販売促進を通じて、地元住民や観光客に佐原の商

品の良さを PR し、地場産品生産業者の育成に役立てる。（産直システムへの参加

のきっかけ作り、本店への来店誘導などに展開する） 
● 道路沿道立地を活かし、立ち寄り客に生活利便商品等を供給する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１８ 佐原広域交流拠点における物販機能の役割 
 
 
 
 

物販部門

・生鮮農産品販売（農産加工品含む）

・地場産品販売（佃煮・酒等） 
・生活利便商品等販売（飲料等） 

飲食部門 
・地場農産品を活用した食事提供 

（地場産品の PR 機能） 

食材供給 

農業生産者 
 

・農産品・加工品生産と
販売 

販売委託 グリーンツーリズ
ムへの展開（農業
体験・農家民宿等） 
産直への展開 

地場産品加工販売業者 
 

・加工品生産と販売 

販売委託 本店への来店促進
産直への展開 
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小野川周辺地区等の既存市街地の飲食 

・町並みに調和する質が高くリピーターに支持される飲食店集積を図

る。 

・小野川周辺地区の東側に集中する既存飲食店への客の誘導を図る。 

・既存宿泊施設の活用を図る。将来は食（Ｂ＆Ｂ）の宿泊分離による

宿泊需要の掘り起こしにつなげる。 

佐原広域交流拠点の飲食 
・地場食材レストラン 

・・・・観光需要（団体を含む）とロードサイド需要に対応する。 
・観光客需要と地元客の日常的な需要に対応する。 
・中低価格帯中心のメニュー構成とする。 
・地場の食材を生かしたオリジナルな料理を提供する。 
・物販施設との連携を演出する(取れたての食材をその場で調理) 

・利根川眺望レストラン・・・まちなか観光ルートの一翼を担う。 
・まちなか見学＋グルメを目的とする観光客、地元客の記念日利 
用等を目指す。 

・中高級レベルのレストラン（コース料理中心） 
・地場の食材を生かしたオリジナルな料理を提供する。 
・利根川の眺望を生かす。 

ｄ．飲食機能の考え方 

＜既存市街地と佐原広域交流拠点の飲食における役割分担＞ 
● 歴史的町並み観光の魅力向上要素として、飲食の充実を図る 
● 良い雰囲気で美味しいものが食べられる飲食店の充実を、と言う地域住民の要

望に応える 
● 既存の飲食機能の集積を活用し、運用システムを構築する 
● 消費者のニーズに応えられる幅広い価格帯の飲食機能を充実する 

● 地場産品の販売促進の役割を担う飲食機能を充実する 

● 佐原広域交流拠点では、既存市街地での対応がこれまで十分でなかった分野を

充実する 
・「地元食材を強調した名物料理店」 
・「大型バスなどによる団体客に対応する飲食店」 
・「利根川の景観を活かす飲食店」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１９ 佐原広域交流拠点における飲食機能の役割 

旅行企画会社 
・ツアー企画の立案販売 

・一般車駐車場 
・大型車駐車場 
・休憩所＆便所 
・道路案内 

市内観光情報総合案内ｼｽﾃﾑ 
・有人案内所 
・データベースサービス 

観 

光 
客 

・ 

地 

域 

住 

民 

PR 






